
監査委員  

(1) 委 員 数 

識見委員        1 人 

議会選出委員    1 人 

 

(2) 監査等執行状況（令和 6 年度） 

① 監 査 

ア 定期監査 

ⅰ 財務及び経営管理監査 

対 象 監査の期間  対 象 監査の期間  

Ｄ Ｘ 推 進 課 
令和 6 年 4 月  

～  
令和 6 年 9 月 

神 野 小 学 校 
令和 6 年 4 月  

～  
令和 6 年 9 月  

バ イ オ マ ス 産 業 
推 進 課 

令和 6 年 4 月  
～  

令和 6 年 9 月 
北 山 東 部 小 学 校 

令和 6 年 4 月  
～  

令和 6 年 9 月  

観 光 振 興 課 
令和 6 年 4 月  

～  
令和 6 年 9 月 

金 泉 中 学 校 
令和 6 年 4 月  

～  
令和 6 年 9 月  

資 産 税 課 
令和 6 年 4 月  

～  
令和 6 年 9 月 

川 副 中 学 校 
令和 6 年 4 月  

～  
令和 6 年 9 月  

納 税 課 
令和 6 年 4 月  

～  
令和 6 年 9 月 

選 挙 管 理 委 員 会 
事 務 局 

令和 6 年 4 月  
～  

令和 6 年 9 月  

障 が い 福 祉 課 
令和 6 年 4 月  

～  
令和 6 年 9 月 

総 務 法 制 課 
令和 6 年 10 月  

～ 
令和  7 年 3 月  

高 齢 福 祉 課 
令和 6 年 4 月  

～  
令和 6 年 9 月 

秘 書 課 
令和 6 年 10 月  

～ 
令和  7 年 3 月  

公 民 館 支 援 課 
令和 6 年 4 月  

～  
令和 6 年 9 月 

国 際 課 
令和 6 年 10 月  

～ 
令和  7 年 3 月  

文 化 財 課 
令和 6 年 4 月  

～  
令和 6 年 9 月 

農 業 振 興 課 
令和 6 年 10 月  

～ 
令和  7 年 3 月  

諸 富 支 所 
令和 6 年 4 月  

～  
令和 6 年 9 月 

農 村 環 境 課 
令和 6 年 10 月  

～ 
令和  7 年 3 月  

川 副 支 所 
令和 6 年 4 月  

～  
令和 6 年 9 月 

都 市 政 策 課 
令和 6 年 10 月  

～ 
令和  7 年 3 月  

日 新 小 学 校 
令和 6 年 4 月  

～  
令和 6 年 9 月 

建 設 監 理 課 
令和 6 年 10 月  

～ 
令和  7 年 3 月  
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対 象 監 査の期間 対 象 監 査の期間 

建 築 住 宅 課 
令和 6 年 10 月  

～ 
令和  7 年 3 月  

上 下 水 道 局 
水 道 工 務 課 

令和 6 年 10 月  
～ 

令和  7 年 3 月  

北 部 建 設 事 務 所 
令和 6 年 10 月  

～ 
令和  7 年 3 月  

上 下 水 道 局 
浄 水 課 

令和 6 年 10 月  
～ 

令和  7 年 3 月  

環 境 政 策 課 
令和 6 年 10 月  

～ 
令和  7 年 3 月  

勧 興 小 学 校 
令和 6 年 10 月  

～ 
令和  7 年 3 月  

衛 生 セ ン タ ー 
令和 6 年 10 月  

～ 
令和  7 年 3 月  

兵 庫 小 学 校 
令和 6 年 10 月  

～ 
令和  7 年 3 月  

福 祉 総 務 課 
令和 6 年 10 月  

～ 
令和  7 年 3 月  

高 木 瀬 小 学 校 
令和 6 年 10 月  

～ 
令和  7 年 3 月  

保 育 幼 稚 園 課 
令和 6 年 10 月  

～ 
令和  7 年 3 月  

川 上 小 学 校 
令和 6 年 10 月  

～ 
令和  7 年 3 月  

上 下 水 道 局 
総 務 課 

令和 6 年 10 月  
～ 

令和  7 年 3 月  
小中一貫校北山校 

令和 6 年 10 月  
～ 

令和  7 年 3 月  

上 下 水 道 局 
財 務 課 

令和 6 年 10 月  
～ 

令和  7 年 3 月  
教 育 総 務 課 

令和 6 年 10 月  
～ 

令和  7 年 3 月  

上 下 水 道 局 
業 務 課 

令和 6 年 10 月  
～ 

令和  7 年 3 月  
社 会 教 育 課 

令和 6 年 10 月  
～ 

令和  7 年 3 月  
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ⅱ 工事監査 

○ 監査の方法  

工事技術面の調査については、国家資格である「技術士」を有する者に委託し実

施した。  

○ 監査の期間 

令和 6 年 8 月 26 日～令和 7 年 1 月 10 日 

実 施 部 署 工 事 名 

道 路 整 備 課 市道大井樋緑ヶ丘線道路拡幅工事（２工区）（繰越）  

河 川 砂 防 課 Ｒ４準用河川地蔵川護岸整備工事（繰越） 

イ 財政援助団体等監査  

対 象 所 管 課 監査の期間  

一般社団法人佐賀市南部特産物直売所  

運営協議会  
観 光 振 興 課 

令和 6 年 4 月 
～ 

令和  6 年 9 月 

佐賀市鳥獣害対策協議会  農 業 振 興 課 
令和 6 年 10 月 

～ 
令和 7 年 3 月 
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 ② 検 査  

例月出納検査（会計管理者所管、交通局、上下水道局、富士大和温泉病院）  

対 象 検査執行期間 対 象 検査執行期間 

令和 5 年度 2 月分 
令和 6 年 

 4 月 18 日～25 日 
令和 6 年度 8 月分 

令和 6 年 

10 月 18 日～25 日 

令和 5 年度 3 月分 
令和 6 年 

 5 月 20 日～27 日 
令和 6 年度 9 月分 

令和 6 年 

11 月 18 日～25 日 

令和 5 年度 4 月分 
〈 会 計 管 理 者 所 管 の み 〉  

令和 6 年度 4 月分 

令和 6 年 

 6 月 18 日～25 日 
令和 6 年度 10 月分 

令和 6 年 

12 月 18 日～25 日 

令和 5 年度 5 月分 
〈 会 計 管 理 者 所 管 の み 〉  

令和 6 年度 5 月分 

令和 6 年 

 7 月 18 日～29 日 
令和 6 年度 11 月分 

令和 7 年 

 1 月 20 日～27 日 

令和 5 年度 6 月分 
〈 会 計 管 理 者 所 管 の み 〉  

令和 6 年度 6 月分 

令和 6 年 

 8 月 19 日～26 日 
令和 6 年度 12 月分 

令和 7 年 

 2 月 17 日～25 日 

令和 6 年度 7 月分 
令和 6 年 

 9 月 17 日～25 日 
令和 6 年度 1 月分 

令和 7 年 

 3 月 17 日～25 日 
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③ 審 査  

ア 決算審査  

対 象 審 査の期間 意見書提出年月日 

令和 5 年度 

佐賀市公営企業会計 

佐賀市自動車運送事業会計 

佐賀市水道事業会計 

佐賀市工業用水道事業会計 

佐賀市下水道事業会計 

佐賀市立富士大和温泉病院事業会計 

令和 6 年 7 月 1 日 
～ 

令和 6 年 7 月 23 日 
令和 6 年 8 月 15 日 

令和 5 年度 

佐賀市一般会計・特別会計 

令和 6 年 7 月 1 日 
～ 

令和 6 年 7 月 24 日 
令和 6 年 8 月 15 日 

イ 財政健全化判断比率及び資金不足比率審査 

対 象 審 査の期間 意見書提出年月日 

令和 5 年度 

佐賀市公営企業会計 

佐賀市自動車運送事業会計 

佐賀市水道事業会計 

佐賀市工業用水道事業会計 

佐賀市下水道事業会計 

佐賀市立富士大和温泉病院事業会計 

令和 6 年 7 月 19 日 
～ 

令和 6 年 8 月 7 日 
令和 6 年 8 月 15 日 

令和 5 年度 

佐賀市一般会計・特別会計 

令和 6 年 7 月 19 日 
～ 

令和 6 年 8 月 7 日 
令和 6 年 8 月 15 日 

ウ 基金運用状況審査 

対 象 審 査の期間 意見書提出年月日 

令和 5 年度 

佐賀市土地開発基金 

佐賀市国民健康保険高額療養費貸付基金 

令和 6 年 7 月 1 日 
～ 

令和 6 年 7 月 24 日 
令和 6 年 8 月 15 日 

④ 報告の徴取  

指定金融機関等に対する検査の報告の徴取  

会計管理者並びに自動車運送事業、上下水道事業及び富士大和温泉病院事業の管理者

から検査結果の報告を受けた。  
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公平委員会 
(1) 公平委員会の設置 

委員会の審査を通じて職員の利益の保護と公正な人事権の行使を保障するために、地方

公共団体の長その他の任命権者から独立した地位を有する機関として公平委員会を設置す

る。 

① 根拠規定 

ア 地方自治法第 180 条の 5 第 1 項第 3 号 

イ 地方公務員法第 7 条第 2 項 

ウ 佐賀市公平委員会設置条例 

② 設置年月日 

平成 19 年 4 月 1 日 

 

(2) 公平委員会の委員 

委員は非常勤であり、議会の同意を得て、長が選任する。 

委員数：3 人   任期：4 年  （地方公務員法第 9 条の 2） 

職 名 氏  名 就 任 日 任期満了日 

委 員 長 松 永 政 文 令和 5 年 4 月 1 日 令和 9 年 3 月 31 日 

委  員  梅 田 博 文 令和 4 年 4 月 1 日 令和 8 年 3 月 31 日 

委  員  江 崎 匡 慶 令和 7 年 4 月 1 日 令和 11 年 3 月 31 日 

 

(3) 公平委員会の事務 

① 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置要求についての審査、判定及び必

要な措置をとること。  

② 職員に対する不利益処分の審査請求に対する裁決をすること。  

③ 管理職員等の範囲を規則で定めること。  

④ 職員団体の登録等に関する事務を処理すること。  

⑤ 職員の苦情処理に関する事務を処理すること。  

⑥ 再就職者による依頼等の届出に関する事務を処理すること。  

⑦ その他、法律で定める権限に属する事務を処理すること。  

 

(4) 公平委員会の事務処理状況 

年度  
勤務条件に関す

る措置要求  

不利益処分に対

する不服申立て  

管理職員等の範囲

を定める規則改正  
職員団体登録等  

令和 6 年度 0 件 0 件 1 件 1 件 
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選挙管理委員会 
(1) 選挙管理委員 

職 名 氏 名 党 派 職 業 就任日 任期満了日 

委  員  長 井 上 和 弘 無 所 属 弁護士 R3.12.20 R7.12.19 

委員長職務代理者 永 渕 義 久 無 所 属 無 職 R3.12.20 R7.12.19 

委  員 亀 井 雄 治 無 所 属 〃 R3.12.20 R7.12.19 

委  員 武 重 信一郎 無 所 属 〃 R3.12.20 R7.12.19 

 

(2) 選挙人名簿登録状況 

名   簿   名 基準（調製）日 登録者数（人） 備 考 

永 久 選 挙 人 名 簿 R7.6.1 187,817 
年 4 回及び選挙時に

登録 

 

(3) 市長選挙及び市議会議員選挙の執行状況 

選挙名 

区 分 
市長選挙 市議会議員選挙 

執行年月日 R3.10.17 R3.10.17 

定数（人） 1 36 

立候補者数（人） 6 44 

当日有権者数（人） 190,140 190,140 

投票者数（人） 106,540 106,532 

棄権者数（人） 83,600 83,608 

投票率（％） 56.03 56.03 

無効投票数（票） 2,067 2,470 

最高得票数（票） 42,908 5,084 

最低得票数（票） 2,573 576.322 

開票時間 21:30～23:55 21:42～01:47 

投票所数 44 44 

ポスター掲示場数 360 360 
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(4) 各種選挙の執行状況（令和 5 年 4 月～令和 7 年 6 月） 

選挙名 

区 分 
佐賀県議会議員選挙 

衆議院議員総選挙 

小選挙区 比例代表 

執行年月日 R5.4.9 R6.10.27 R6.10.27 

定数（人） 11 1 20 

立候補者数（人） 13 2 95 

当日有権者数（人） 187,156 188,172 188,172 

投票者数（人） 73,964 100,800 100,797 

棄権者数（人） 113,192 87,372 87,375 

投票率（％） 39.52 53.57 53.57 

投票所数 44 44 44 

 

(5) 各種選挙の任期満了日程 

選  挙  名 定 数 任期満了日 備       考 

参議院議員通常選挙 
選挙区 74 

比例代表 50 
R7. 7.28 

選挙区 佐賀県選挙区 1 人 

比例代表（全国） 50 人 

佐賀市長選挙 1 R7.10.22  

佐賀市議会議員選挙 36 R7.10.22  

佐賀県知事選挙 1 R9. 1.10  

佐賀県議会議員選挙 37 R9. 4.29 
13 選挙区 37 人 

佐賀市選挙区 11 人 

参議院議員通常選挙 
選挙区 74 

比例代表 50 
R10. 7.25 

選挙区 佐賀県選挙区 1 人 

比例代表（全国） 50 人 

衆議院議員総選挙 
小選挙区 289 

比例代表 176 
R10.10.26 

小選挙区 佐賀県第１区 1 人 

比例代表 九州ブロック 20 人 

 

(6) 選挙公営 

公職選挙法第 141 条第 8 項、第 142 条第 11 項及び第 143 条第 15 項の規定による条例の

定めるところにより、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラ及び選挙運動用ポスター

の作成に要する費用を公費で負担する。 

 

(7) 常時啓発 

明るい選挙啓発ポスター募集事業及び学校選挙支援事業など常時啓発に積極的に取り組み、

選挙意識の高揚を図るとともに公職選挙法の基本理念である明るい選挙の推進に努める。 
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